
○学校法人自治医科大学利益相反委員会内規 

(平成 21 年 3 月 10 日制定) 

 

(目的) 

第 1 条 この内規は、学校法人自治医科大学利益相反マネージメント・ポリシー

に基づき、自治医科大学利益相反委員会（以下「委員会」という。）に関し、

必要な事項を定めることを目的とする。  

(任期) 

第 2 条 委員会委員のうち学外有識者及びその他学長が指名する者の委員の任期

は２年とする。ただし、再任を妨げない。  

(委員長) 

第 3 条 委員会の委員長は、委員会を招集し、その議長となる。ただし、委員長

に事故がある場合は、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代行する。

  

(議事) 

第 4 条 委員会は、委員の 3 分の 2 以上の出席をもって成立する。  

2 議事は出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところ

による。  

(委員以外の出席) 

第 5 条 委員会が必要と認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、意見

を聴くことができる。  

(委員会の業務) 

第 6 条 委員会は、教職員の利益相反に関する自己申告書に基づき、当該利益相

反の状況が本学として許容できるか否かについて審査する。  

2 委員会は、前項の審査の結果、改善の必要があると判断した場合は、当該教職

員に対して勧告を行うとともに、学長に報告する。  

3 委員会は、前項の勧告を行った場合、当該教職員のその後の状況をモニタリン

グするものとする。  

(雑則) 

第 7 条 この内規に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、学長が別に

定める。  

附 則  

この内規は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。  

 


